
議 案 書 

 
平成２６年３月８日 

神奈川県後期高齢者医療広域連合 

議 案 番 号 件  名 頁 

議案第１号 
神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例の一部改正 
１１

議案第２号 
神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度 

臨時特例基金条例の一部改正 
１３

議案第３号 
平成２５年度神奈川県後期高齢者医療広域連合 

一般会計補正予算（第１号） 
１５

議案第４号 
平成２５年度神奈川県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
２９

議案第５号 
平成２６年度神奈川県後期高齢者医療広域連合 

一般会計予算 
４３

議案第６号 
平成２６年度神奈川県後期高齢者医療広域連合 

後期高齢者医療特別会計予算 
６７
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議 案 第 １ 号  

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す  

る条例の一部改正  

 神奈川 県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の

一部を改 正する条例を次のように定める。  

平成２６年３月８日提出  

     神奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長  林    文  子   

 

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す  

る条例の一部を改正する条例  

神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者 医 療 に 関 す る 条 例

（平成１９年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第２８号）の一

部を次のように改正する。  

 第７条 中「平成２４年度及び平成２５年度」を「平成２６年度及

び平成２ ７年度」に、「１００分の８．０１」を「１００分の８．

３０」に改める。  

 第８条 中「平成２４年度及び平成２５年度」を「平成２６年度及

び平成２ ７年度」に、「４１，０９９円」を「４２，５８０円」に

改 め る 。  

 第 ９ 条 中 「 ５ ５ 万 円 」 を 「 ５ ７ 万 円 」 に 改 め る 。  

 第１２ 条第１項第２号中「（当該世帯主を除く。）」を削り、同

項第３号 中「３５万円」を「４５万円」に改める。  

   附  則  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  この 条例による改正後の神奈川県後期高齢者医療広域連合後期
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高齢者医療に関する条例の規定は、平成２６年度及び平成２７年

度の各年度分の保険料について適用し、平成２５年度分までの保

険料については、なお従前の例による。  

 

提  案  理  由  

 平成２ ６年度及び平成２７年度の保険料率並びに賦課限度額を定

めるとと もに、保険料に係る低所得者の負担の軽減を拡大する必要

があるた め、所要の改正をしたいので提案する。  
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議 案 第 ２ 号  

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨  

時特例基金条例の一部改正  

 神奈川 県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基

金条例の 一部を改正する条例を次のように定める。  

平成２６年３月８日提出  

     神奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長  林    文  子   

 

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨  

時特例基金条例の一部を改正する条例  

神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基

金 条 例 (平 成 ２ ０ 年 神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 条 例 第 １ 号 )の

一部を次のように改正する。  

附則第２項中「平成２６年３月３１日」を「平成２７年３月３１

日」に改める。  

   附  則  

 この条 例は、公布の日から施行する。  

 

提  案  理  由  

 低所得 者の保険料軽減及び被用者保険の被扶養者であった被保険

者の保険 料軽減等が継続して実施されることに伴い、神奈川県後期

高齢者医 療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の有効期

限を延長 するため、所要の改正をしたいので提案する。  
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議案第３号
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議 案 第 ３ 号  

平成２５年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計  

補正予算（第１号）  

 平成２ ５年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算

（第１号 ）は、次に定めるところによる。  

 (歳入歳出予算の補正 ) 

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 311,579千 円 を 追

加し、 歳入歳出それぞれ 2,295,629千円とする。  

２   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補

正」による。  

平成２６年３月８日提出  

神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長  林    文  子  

 

提  案  理  由  

 地方自 治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定におい

て準用す る同法第９６条第１項の規定に基づき、平成２５年度神奈

川県後期 高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）案を提出

す る 。  

 

 

 

 

17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



 

28



議案第４号
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議 案 第 ４ 号  

平成２５年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢  

者医療特別会計補正予算（第１号）  

 平成２ ５年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  

 (歳入歳出予算の補正 ) 

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4,472,925千 円 を

追 加 し 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 735,290,175千 円 と す る 。  

２   歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び

に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補

正」による。  

平成２６年３月８日提出  

神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長  林    文  子  

 

提  案  理  由  

 地方自 治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定におい

て準用する同法第９６条第１項の規定に基づき、平成２５年度神奈

川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）案を提出する。  
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議案第５号
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議 案 第 ５ 号  

平成２６年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計  

予算  

 平成２ ６年度神奈川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算は、

次に定めるところによる。  

 (歳入歳出予算 ) 

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2,316,134千 円

と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表   歳入歳出予算」による。  

平成２６年３月８日提出  

神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長  林    文  子   

 

提  案  理  由  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定におい

て準用する同法第９６条第１項の規定に基づき、平成２６年度神奈

川県後期高齢者医療広域連合一般会計予算案を提出する。  
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議案第６号
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議 案 第 ６ 号  

平成２６年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢  

者医療特別会計予算  

 平成２ ６年度神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特

別会計予 算は、次に定めるところによる。  

 (歳入歳出予算 ) 

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 754,398,969千

円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表   歳入歳出予算」による。  

 (一 時 借 入 金 ) 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第

２項の規 定による一時借入金の借入れの最高額は、 61,600,000千 円

と 定 め る 。  

平成２６年３月８日提出  

神 奈 川 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長  林    文  子   

 

提  案  理  由  

 地方自 治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条の規定におい

て準用する同法第９６条第１項の規定に基づき、平成２６年度神奈

川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算案を提出

す る 。  

69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



 



     

議
案
書
（
平
成
二
十
六
年
三
月
八
日
）
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 


